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第１６回標茶町農業委員会総会会議録 

 

                       開催年月日 平成３０年９月２５日（火曜日）                

開催場所  標 茶 町 役 場 議 場 

○議 事 日 程      

第 １ 会議録署名委員の指名について        

第 ２ 会期決定について 

第 ３ 会務報告 

第 ４ 報告第４４号 農用地利用調整・あっせん申出に係る 

あっせん委員の指名について                 ５件 

第 ５ 報告第４５号 農用地譲渡申出に係るあっせん結果について          ４件 

第 ６ 報告第４６号 農用地賃貸借申出に係るあっせん結果について         １件 

第 ７ 議案第７５号 農用地の賃貸借に係る合意解約について            １件 

第 ８ 議案第７６号 農地法第３条の規定による許可申請について          ２件 

第 ９ 議案第７７号 農地法第５条の規定による許可申請について          １件

第１０ 議案第７８号 農用地の買入協議に係る要請について             １件

第１１ 議案第７９号 農用地利用集積計画の作成の要請について          １６件 

  

 

○出席委員（１４名） 

    １番 澁谷  洋 君   ３番 髙原 文男 君   ４番 橘  澄子 君 

   ５番 嶋中  勝 君   ６番 甲斐やす子 君   ７番 森田 享子 君 

   ８番 大泉 義明 君   ９番 渡邊 裕義 君  １０番 平間  清 君 

  １２番 熊谷 英二 君  １３番 津野  斉 君  １４番 笛木 眞一 君 

  １５番 髙橋 政寿 君  １６番 佐瀨日出夫 君 

 

 

○議事参与の制限を受けた委員（ ●名） 

    ●番 ●●●●● 君  ●番 ●●●●● 君  ●●番 ●●●●● 君 

 

○欠席委員（ ２名） 

    ２番 高松 俊男 君  １１番 類瀬 正幸 君 

  

 

○その他出席者 

事務局長 相撲 浩信 君         振興係長 小幡 裕也 君         

主  査 高橋  望 君         主  事 湊谷 省吾 君 
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（会長 君、議長席に着く。） 

 

◎開会の宣告 

 只今から第１６回標茶町農業委員会総会を開会致します。 

只今の出席委員は１４名、欠席２名であります。 

よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定による定足数に達しておりますので、

本総会は成立致しました。 

                                 （午前１０時３３分開会） 

 

◎開会の宣告 

 直ちに会議を開きます。 

  

     ◎会議録署名委員の指名 

 日程第１。会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、会議規則第８２条の規定により、 

       ９番・渡邊君   １０番・平間君  

を指名致します。 

 

◎会期の決定について 

 日程第２。会期決定を議題と致します。 

 第１６回標茶町農業委員会総会の会期は本日１日限りと致したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、本総会の会期は本日１日と決定致しました。 

 

◎会務報告 

 日程第３。会務報告を行います。 

 会務報告は印刷配布のとおりであります。 

 

◎報告第４４号 

 日程第４。報告第４４号、農用地利用関係調整・あっせん申出に係るあ 

っせん委員の指名について、内容５件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号５まで内容５件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号５まで内容５件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 
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 報告第４４号について説明させていただきます。 

 農用地利用関係調整・あっせん申出に係るあっせん委員の指名について、農用地利用関係調整・

あっせん申出に係るあっせん委員を次のとおり指名したので報告するものであります。 

 指名したあっせん委員は、別紙のとおり５件となっております。 

 番号１。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●、●●●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●さ

ん。 

 申出面積、４８．３ｈａ。 

 指名年月日、平成３０年８月２８日。 

 申出の種類、売買。 

指名あっせん委員、澁谷委員、髙原委員、熊谷委員、髙橋委員。 

なお、番号２から番号４まで申出の種類が、番号１と同じであるため説明を省略させていただき

ます。 

 番号２。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出面積、４．４ｈａ。 

指名年月日、平成３０年９月３日。 

 指名あっせん委員、高松委員、髙原委員、熊谷委員、髙橋委員、橘委員。 

 なお番号３につきまして、指名年月日、指名あっせん委員が番号２と同じであるため、説明を省

略させていただきます。 

 番号３。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出面積、９１．９ｈａ。 

 番号４。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出面積、３３．１ｈａ。 

 指名年月日、平成３０年９月７日。 

 指名あっせん委員、髙原委員、森田委員、大泉委員、笛木委員。 

番号５。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●● ●

●● ●●●●さん。 

 申出面積、１２０．５ｈａ。 

 指名年月日、平成３０年９月１０日。 

 申出の種類、賃貸借。 

 指名あっせん委員、高松委員、髙原委員、熊谷委員、髙橋委員。 

 以上です。 

５まで内容５件について事務局の説明を終

わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 
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 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、報告第４４号、内容５件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第４５号 

 日程第５。報告第４５号、農用地譲渡申出に係るあっせん結果について、 

内容４件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

                                   （●●●●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

報告第４５号について説明させていただきます。 

農用地譲渡申出に係るあっせん結果について次のとおり報告するものであります。 

別紙のとおり４件となっております。 

 番号１。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、澁谷委員。 

 あっせん委員、高松委員、平間委員、熊谷委員。 

 報告年月日、平成２９年１２月１９日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 当該あっせん案件は、譲渡申出があり上記あっせん委員が指名され、第１回あっせん委員会を開

催し土地の価格を算定し譲渡人より了承を得て、第２回あっせん委員会を開催し、農用地の利用関

係の調整を実施した結果、公益財団法人北海道農業公社に対し町を経由して買入の要請を行うこと

となりましたので、報告致します。 

 土地の所在、字オソツベツ６５５－１。 

 現況地目、畑。 

面積、１３９，０５４㎡外４筆、合計面積は２１１，９４６㎡。 

価格、３，９７４，０００円。 

一時貸付予定者、●●●●さん。 

続いて土地の所在、字オソツベツ６４７－１。 

 現況地目、畑。 

面積、７４，７２７㎡外２筆、合計面積は２３８，７７４㎡。 

価格、６，４６３，０００円。 

一時貸付予定者、●●●●さん。 

合計８筆、合計面積は４５０，７２０㎡、合計の価格は１０，４３７，０００円となっておりま

す。 
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 番号１につきましては、あっせん委員長であります澁谷委員より、報告をお願い致します。 

 １番・澁谷君。 

○１番（澁谷 洋君） １番・澁谷。 

 報告第４５号、番号１について報告致します。 

平成２９年１１月２９日に、あっせん委員の指名があり、平成２９年１２月４日に熊谷委員、高

松委員、平間委員と私、事務局より相撲局長、湊谷主事で現地調査を行い価格を決定し、あっせん

委員長に互選された私より、●●●●さんに価格を提示したところ、譲渡の承諾を得たので平成２

９年１２月１９日に役場中会議室において、第２回あっせん委員会を開催し買受け希望者を調整し

たところ、●●●●さん、●●●●さんに決定しましたが、譲受人より公益財団法人 北海道農業

公社による農地保有合理化事業の実施の要望がありましたので、町に対し借入協議の要請を行うも

のであります。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、１番・澁谷君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については報告のとおり承認されました。 

（●●●●君復席） 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号２。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、嶋中委員。 

 あっせん委員、渡邊委員、熊谷委員。 

 報告年月日、平成３０年８月１７日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字西熊牛原野西４線１２７。 

 現況地目、畑。 

面積、９３７㎡外２筆、合計面積は５，９３０㎡。 

価格、７５，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、自己資金。 

続いて土地の所在、字栄２４１。 
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 現況地目、畑。 

面積、１，３４１㎡。 

価格、３２，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、自己資金。 

続いて土地の所在、字西熊牛原野西２線１１７。 

 現況地目、畑。 

面積、１，１５２㎡。 

価格、２１，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、自己資金となっております。 

合計５筆、合計面積は８，４２３ｍ、合計の価格は１２８，０００円となっております。 

 番号２につきましては、あっせん委員長であります嶋中委員より、報告をお願い致します。 

○会長  ５番・嶋中君。 

○５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中。 

 報告第４５号、番号２について報告致します。 

平成３０年７月２７日に、あっせん委員の指名がありました。 

現地確認なんですけれども、この土地は平成２４年に一度あっせんがありまして、その時に号線

などが残ってまして、一回確認しておりますので、今回は特に確認しておりません。 

あっせん委員長につきましては、渡邊委員、熊谷委員と私の中から、私が互選されまして、●●

●●さんに価格を提示したところ、譲渡の承諾を得ましたので、平成３０年８月１７日に●●●●

●●●●●において第２回あっせん委員会を開催し、譲受希望者を調整したところ、●●●●さん、

●●●●さん、●●●●さんに決定致しました。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号２について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、５番・嶋中君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については報告のとおり承認されました。 

続いて番号３を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号３について説明させていただきます。 

 番号３。 
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 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●さん。 

 あっせん委員長、嶋中委員。 

 あっせん委員、渡邊委員、熊谷委員。 

 報告年月日、平成３０年８月１７日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字西熊牛原野西２９－５。 

 現況地目、畑。 

面積、２，６８７㎡外６筆、合計面積は３４，４４７．２９㎡。 

価格、２０６，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、自己資金。 

続いて土地の所在、字西熊牛原野西４線６５－６。 

 現況地目、採放地。 

面積、１３８㎡。 

価格、１，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●●さん。 

予定資金関係は、自己資金。 

続いて土地の所在、字西熊牛原野２９－２。 

 現況地目、採放地。 

面積、１２，８５１㎡外３筆、合計面積が４９，１２４㎡。 

価格、２６１，０００円。 

譲受人氏名は、●●●●さん。 

予定資金関係は、自己資金。 

合計１２筆、合計面積は８３，７０９．２９㎡、合計の価格は４６８，０００円となっておりま

す。 

 番号３につきましては、あっせん委員長であります嶋中委員より、報告をお願い致します。 

 ５番・嶋中君。 

○５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中。 

 報告第４５号、番号３について報告致します。 

平成３０年８月２日に、あっせん委員の指名があり、平成３０年８月７日に渡邊委員、熊谷委員

と私、事務局より相撲局長、湊谷主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員長に互選さ

れた私より、●●●●●さんに価格を提示したところ、譲渡の承諾を得ましたので、平成３０年８

月１７日に●●●●●●●●●において第２回あっせん委員会を開催し、譲受希望者を調整したと

ころ、●●●●さん、●●●●さん、●●●● ●●●●さんに決定致しました。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号３について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、５番・嶋中君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 
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 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３については報告のとおり承認されました。 

続いて番号４を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号４について説明させていただきます。 

 番号４。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、甲斐委員。 

 あっせん委員、橘委員、類瀬委員、津野委員。 

 報告年月日、平成３０年８月２０日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字雷別１－２。 

 現況地目、採放地。 

面積、２６２，６４８㎡外３筆、合計面積は３５４，７７４㎡。 

価格、３，８６０，０００円。 

譲受人氏名、●●●●●●●さん。 

予定資金関係は、自己資金。 

続いて土地の所在、字雷別１３６－４。 

 現況地目、畑。 

面積、６０，６３１㎡。 

価格、１３９，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、自己資金となっております。。 

合計５筆、合計面積は４１５，４０５㎡、合計の価格が３，９９０，０００円となっております。 

番号４につきましては、あっせん委員長であります甲斐委員より、報告をお願い致します。 

 ６番・甲斐君。 

○６番（甲斐やす子君） ６番・甲斐です。 

 報告第４５号、番号４について報告致します。 

平成３０年７月２７日に、あっせん委員の指名があり、平成３０年８月３日に橘委員、類瀨委員、

津野委員と私、事務局より相撲局長、湊谷主事で現地調査を行い価格を決定し、あっせん委員長に

互選され私より、●●●●さんに価格を提示したところ、譲渡の承諾を得ましたので平成３０年８

月２０日に●●●●●●●●●●●において第２回あっせん委員会を開催し、譲受希望者を調整し

たところ、●●●●さん、●●●●●●●さんに決定致しました。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号４について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、６番・甲斐君の報告を終わります。 
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 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号４については報告のとおり承認されました。 

 以上をもって、報告第４５号、内容４件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第４６号 

 日程第６。報告第４６号、農用地賃貸借申出に係るあっせん結果につい 

て、内容１件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

なお、●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になってお

りますので、除斥を求めます。 

                                   （●●●●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

報告第４６号について説明させていただきます。 

農用地賃貸借申出に係るあっせん結果について、次のとおり報告するものであります。 

 別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 あっせん賃貸借申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●

● ●●● ●●●●さん。 

 あっせん委員長、高松委員。 

 あっせん委員、髙原委員、熊谷委員、髙橋委員。 

 報告年月日、平成３０年９月１８日。 

 借受人、地番、金額等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字オソツベツ４０８－６。 

 現況地目、畑。 

面積、７，３７１㎡外５筆、合計面積は１１１，５９６㎡。 

年間賃借料、９７，６００円。 

借受人氏名、●●●●●さん。 

賃貸借期間、公告の日から平成３５年８月４日まで。 

なお他の４名の方につきましても、賃貸借期間が同じでありますため説明を省略させていただき

ます。 

続いて、土地の所在、字上オソツベツ原野基線４８－２。 

 現況地目、畑。 

面積、２０，４２９㎡外５筆、合計面積は２０６，５３４㎡。 
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年間賃借料、１５１，８４０円。 

借受人氏名、●●●●●●●●●●●●さん。 

続いて、土地の所在、字上オソツベツ原野基線６７－１。 

 現況地目、畑。 

面積、３１，２０９㎡外２筆、合計面積は８４，９１３㎡。 

年間賃借料、３５，３００円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

続いて、土地の所在、字ヌマオロ原野東１線８２－１。 

 現況地目、畑。 

面積、２３，２９８㎡外２筆、合計面積は６２，５７６㎡。 

年間賃借料、３５，９８０円。 

借受人氏名、●●●●●●●●さん。 

続いて、土地の所在、字ヌマオロ原野２６－１。 

 現況地目、畑。 

面積、１８，９３２㎡外２７筆、合計面積は７４０，０４３．３３㎡。 

年間賃借料、４７４，２６０円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

合計４６筆、合計面積は１，２０５，６６２．３３㎡となっております 

 なお番号１につきましては、あっせん委員であります熊谷委員より、報告をお願い致します。 

 １２番・熊谷君。 

○１２番（熊谷英二君） １２番・熊谷。 

 報告第４６号、番号１について報告致します。 

９月１８日に役場中会議室においてあっせん委員会があり、あっせん委員には髙原委員、高松委

員、髙橋委員と私が指名され、事務局より湊谷主事が出席し開催されました。 

この農地は、●●●●さん、●●●●さん、●●●●さんより、あっせん申出があり、北海道農

業公社が買入を実施した農地であり、５年後に公社より取得予定の●●●●●さん、●●●●●●

●●●●●●さん、●●●●さん、●●●●●●●●さん、●●●●さんへ賃貸するものです。 

内容については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○  以上をもって番号１について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、１２番・熊谷君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、報告第４６号内容１件については報告のとおり承認されました。 

（●●●●君復席） 
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     ◎議案第７５号 

 日程第７。議案第７５号、農用地の賃貸借に係る合意解約について、内 

容１件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第７５号について説明させていただきます。 

農用地の賃貸借に係る合意解約について、農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知が

あった下記の件について、意見を求めるものであります。 

合意解約の通知があった土地の表示、別紙のとおり１件であります。 

番号１。 

 賃貸人、●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 賃借人、●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字上多和１２０－８の内。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積、６０，１７５㎡。 

 設定内容は、賃貸借。 

 契約年月日は、平成２９年４月２８日。 

 契約期間は、平成２９年４月２８日から平成３４年４月２７日まで。 

 賃貸借の解約が合意された年月日は、平成３０年９月４日。 

 土地の引渡し時期は、平成３０年９月４日となっております。 

 なお、調査結果につきましては、大泉委員よりご報告をお願い致します。 

○会長(佐瀨日出夫君) ８番・大泉君。 

○８番（大泉義明君） ８番・大泉。 

議案第７５号、番号１について報告致します。 

９月２０日に、現地を確認してまいりました。 

本件につきましては、賃貸人●●●●さんの要望により、賃借人●●●●さんと合意解約するも

のです。 

解約後の農地につきましては、あっせん申出を行うものです。 

土地の引渡時期は平成３０年９月４日で、賃貸借の解約が合意された年月日は平成３０年９月４

日と確認しており、引渡し期限前６カ月以内に成立しているため、農地法第１８条第１項第２号の

要件を満たし、知事の許可が不要であると判断致しました。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました８番・大泉君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

 （｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 
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これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第７５号、内容１件については原案可決されました。 

 

◎議案第７６号 

 日程第８、議案第７６号、農地法第３条の規定による許可申請について

内容２件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第７６号についてご説明させていただきます。 

 農地法第３条の規定による許可申請について、農地法第３条の規定による農地等の権利移転（設

定）の許可申請があった下記の件について、議決を求めるものであります。 

 許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり２件となっております。 

番号１。 

 貸付人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●さん。 

 借受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野９線東１２－１の内。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積、１４，５７３㎡外４１筆、合計面積は６９１，３６８㎡となっております。 

契約の種類、賃貸借（許可日から１０年間）。 

 権利移転設定の理由、貸付人にあっては経営を中止するため、借受人にあっては経営規模拡大の

ため。 

 賃借料については、年間１，５００，０００円。 

 世帯員又は構成員、貸付人が２名、借受人が５名。 

 畑、採放地につきましては、貸付人が６９１，３６８㎡、借受人が３，２５２，０８２㎡、うち

借入地が１，４２４，０５７㎡となっております。 

 経営の状況につきましては、省略させていただきます。 

 番号１につきまして、調査委員であります渡邊委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ９番・渡邊君。 

○９番（渡邊裕義君） ９番・渡邊です。 

議案第７６号、番号１について報告致します。 

９月１１日に、事務局より調査依頼がありました。 

９月１４日に現地調査を行っております。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおりを確認しました。 

貸付人の●●●●さんは、経営を中止をするために農地を貸付けし、借受人の●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●さんは経営規模拡大のため今回の申請となり
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ました。 

権利を取得する、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●の構成員、所有地及び経営地の状

況は記載のとおり確認致しました。 

●●●●●●●●●●●●●●●●が申請地を借受け後、農地すべてについて、耕作を行い、農

作業に常時従事するかについても、申請書に記載されたとおり確認を致しましたので、農地すべて

について耕作に常時従事すると認められます。 

●●●●●●●●●●●●●●●●の経営所有面積は申請地を含めると、合計面積が約６９．１

ｈａとなりますので、下限面積要件は満たしています。 

権利取得後に農作業に従事し、耕作することによる周辺農地への影響はなく、効率的かつ総合的

に利用されると認められます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各項に該当せず、要件を満たしておりますので、許可につ

いては問題ないと判断致します。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました９番・渡邊君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

 （｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号２についてご説明させていただきます。 

 番号２。 

 貸付人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 借受人、●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

土地の所在、字チャンベツ１２９－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５１，０２７㎡外２４筆、合計面積が３６３，９９１㎡となっております。 

契約の種類、使用貸借（許可日から２５年間）。 

 権利移転設定の理由、長男に経営移譲するため、上記理由により営農を引き継ぐため。 

 世帯員又は構成員、貸付人が２名、借受人が５名となっております。 

 畑、採放地につきましては、貸付人が４１４，０２１㎡うち借入地が９８，２６４㎡となってお

ります。 

 経営の状況につきましては、省略させていただきます。 

 番号２につきましては、調査委員を甲斐委員に依頼しておりますので報告をお願い致します。 
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○会長（佐瀨日出夫君） ６番・甲斐君。 

○６番（甲斐やす子君） ６番・甲斐です。 

議案第７６号、番号２について報告致します。 

９月３日に事務局より調査の依頼があり、９月１３日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

貸主の●●●●さんは、農業者年金を受給し後継者であります息子さんに、使用貸借により権利

を譲渡すため今回の申請となりました。 

権利を取得する息子さんの構成員、所有地及び経営地の状況は記載のとおり確認致しました。 

家族間の経営移譲でありますので、息子さんが申請地を取得後、この農地すべてについて、耕作

を行い、農作業に常時従事し、これまで同様に周辺農地へ影響なく効率的に利用されることが見込

めると判断致します。 

息子さんの耕作する農地面積は、３６．３ｈａとなりますので下限面積要件は満たしております。 

これら調査の結果から、農地法第３条第２項各項に該当せず要件を満たしており、許可について

は問題ないと判断致します。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号２について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました６番・甲斐君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

以上をもって、議案第７６号、内容２件は原案可決されました。 

 

◎議案第７７号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第９。議案第７７号、農地法第５条の規定による許可申請について、

内容１件を議題といたします。 

 番号１を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第７７号についてご説明させていただきます。 

 農地法第５条の規定による許可申請について、農地法第５条の規定による農地等転用のための権

利移転（設定）の許可申請があった下記の件について、意見を求めるものであります。 

許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 所有者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 転用者、●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 
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土地の所在、字チャンベツ原野１３８－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２，１５２㎡外１筆、合計面積は２０，５５４㎡。 

 農地区分、農振農用地区域内農地。 

 土地利用計画、農振農用地区域。 

 契約内容、使用貸借。 

 転用目的、山砂採取。 

 転用計画内容、期間、許可日から平成３１年１０月２８日まで。 

 採取量、６，０６７㎥。 

 事業費、５，０１８，０００円。 

 番号１につきましては調査委員を、橘委員、甲斐委員、類瀬委員、津野委員に依頼しております

が、甲斐委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ６番・甲斐君。 

○６番（甲斐やす子君） ６番・甲斐です。 

議案第７７号、番号１について報告いたします。 

９月１０日に事務局より調査の依頼があり、９月１２日に橘委員、類瀨委員、津野委員と私、事

務局より高橋主査と、湊谷主事で現地調査を行ってまいりました。 

申請地は参考資料の１ページから３ページに記載されていますのでご覧下さい。 

申請者は、借主の●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さんで、貸主の●●●●さんの土

地に埋蔵される山砂採取を目的とし、一時転用の申請をするものです。 

この転用を受けようとする土地の表示及び状況、また転用しようとする面積は記載のとおりと確

認しています。 

農地区分は、農振農用地区域内の農地と判断致します。 

転用しようとする契約内容及び転用目的、転用計画については記載のとおり確認しております。 

実行性、信用力については、転用に係る行為を遂行できると認められ、転用面積についても妥当

な面積と判断致します。 

周辺農地へ及ぼす被害や支障等は認められず、一時転用後の復元計画も確実と認められます。 

農振農用地区域内の農地は原則不許可ですが、この農地から山砂採取という限定的な目的で、代

替性もなく、一時転用ということからこの転用については問題ないものと判断致しました。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました６番・甲斐君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第７７号、内容１件は原案可決されました。 
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◎議案第７８号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１０。議案第７８号、農用地の買入協議に係る要請について、内

容１件を議題と致します。 

 番号１を議題といたします。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第７８号について説明させていただきます。 

 農用地の買入協議に係る要請について、農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づき、

所有権移転に係る利用調整申出のあった下記の農用地について、公益財団法人 北海道農業公社に

よる買入が特に必要と認められるので、同法第１６条第１項の規定に基づき、標茶町長に買入協議

の要請をすることについて議決を求めるものであります。 

 所有権移転に係る利用調整申出のあった農用地は、別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 利用調整申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●、●●●●さん。 

 申出を受けた年月日、平成２９年１１月２７日。 

 土地の所在、字オソツベツ６４７－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、７４，７２７㎡外７筆、合計面積が４５０，７２０㎡となっております。 

 以上です。 

 以上をもって番号１について事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第７８号、内容１件は原案可決されました。 

 

◎議案第７９号 

出夫君） 日程第１１。議案第７９号、農用地利用集積計画の作成の要請について、

内容１６件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号２まで内容２件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号２まで内容２件を一括議題と致します。 

なお、●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になってお
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りますので、除斥を求めます。 

                                   （●●●●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第７９号について説明させていただきます。 

農用地利用集積計画の作成の要請について、下記の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促

進法第１５条第４項の規定により、利用権設定等促進事業の実施が必要と認められるので、標茶町

長に農用地利用集積計画の作成を要請することについて議決を求めるものであります。 

 作成を要請する農用地利用集積計画、別紙のとおり１６件であります。 

 番号１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字ヌッパシュナイ９。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積、４４，２７２㎡外１１筆、合計の面積は４０１，６２９㎡。 

 利用権設定等の種類、利用権の移転。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係は、賃貸借。 

 利用権の期間、平成３０年９月２７日から平成３５年１２月２６日まで。 

土地の引渡時期は、平成３０年９月２７日。 

金額は、年間２９９，７５０円。 

支払方法は、毎年１２月１０日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、番号２につきまして、利用権設定等の種類、利用権設定等の内容、成立する法律関係、土

地の引渡時期、支払方法が番号１と同じであるため、説明を省略させていただきます。 

番号２。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野２１線東１３－３。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積、２１，２９４㎡外１６筆、合計の面積は１８０，４７３．７２㎡。 

 利用権の期間、平成３０年９月２７日から平成３２年１月２９日。 

金額は、年間９３，７８０円。 

なお、番号１、番号２につきまして旧賃貸人は、●●●●さんとなっております。 

 以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号１から番号２まで内容２件について事務局の説明を

終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 
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 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号２まで内容２件は原案可決されました。 

（●●●●君復席） 

 お諮り致します。 

 番号３から番号６まで内容４件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３から番号６まで内容４件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

番号３。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ４０８－６。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、７，３７１㎡外５筆、合計の面積は１１１，５９６㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係は、賃貸借。 

 利用権の期間、平成３０年９月２７日から平成３５年８月４日まで。 

土地の引渡時期は、平成３０年９月２７日。 

金額は、年間９７，６００円。 

支払方法は、毎年１２月１０日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、番号４から番号６まで、利用権設定等の種類、成立する法律関係、土地の引渡時期、支払

方法につきまして、番号３と同じですので説明を省略させていただきます。 

番号４。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字上オソツベツ原野基線６７－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３１，２０９㎡外２筆、合計の面積は８４，９１３㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 
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 利用権の期間、平成３０年９月２７日から平成３５年８月４日まで。 

金額は、年間３５，３００円となっております。 

番号５。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●

●●●● ●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字ヌマオロ原野東１線８２－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２３，２９８㎡外２筆、合計の面積は６２，５７６㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 利用権の期間、平成３０年９月２７日から平成３５年８月４日まで。 

金額は、年間３５，９８０円となっております。 

番号６。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字ヌマオロ原野２６－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１８，９３２㎡外２７筆、合計の面積は７４０，０４３．３３㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地及び施設用地。 

 利用権の期間、平成３０年９月２７日から平成３５年８月４日。 

金額は、年間４７４，２６０円となっております。 

なお、番号３から番号６まで、すべてあっせん案件のため改めての調査は行っておりません。 

以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号３から番号６まで内容４件について事務局の説明を

終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３から番号６まで、内容４件は原案可決されました。 

 続いて番号７を議題と致します。 

なお、●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になってお

りますので、除斥を求めます。 

                                   （●●●●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 
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○振興係長（小幡裕也君） はい。 

番号７。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●

●● ●●●●● ●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字上オソツベツ原野基線４８－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２０，４２９㎡外５筆、合計の面積は２０６，５３４㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、賃貸借。 

 利用権の期間、平成３０年９月２７日から平成３５年８月４日まで。 

土地の引渡時期は、平成３０年９月２７日。 

金額は、年間１５１，８４０円。 

支払方法は、毎年１２月１０日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、あっせん案件のため改めての調査は行っておりません。 

以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号７について事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号７については原案可決されました。 

（●●●●君復席） 

お諮り致します。 

 番号８から番号１６まで内容９件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号８から番号１６まで内容９件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

番号８。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●

●●● ●●● ●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 
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 土地の所在、字クチョロ原野７３－１。 

 地目、登記簿、山林。 

現況、畑。 

 面積、４３，６３６㎡外５筆、合計の面積は２８８，５１０㎡。 

 利用権設定等の種類、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、売買。 

 所有権の移転時期、平成３０年９月２７日。 

対価の支払期限、平成３０年１１月１４日。 

土地の引渡時期は、対価の支払日。 

価格は、７，０７０，０００円。 

支払方法は、指定口座振込みとなっております。 

なお、番号９から番号１６まで、利用権設定等の種類、成立する法律関係、土地の引渡時期、支

払方法について、番号８と同じでありますので、説明を省略させていただきます。 

番号９。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字雷別１３６－４。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、６０，６３１㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 所有権の移転時期、平成３０年９月２７日。 

対価の支払期限、平成３０年１０月３１日。 

価格は、１３９，０００円。 

番号１０。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●、●●●● ●● ●●●●● ●●●

●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字雷別１－２。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積、２６２，６４８㎡外３筆、合計の面積は３５４，７７４㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 所有権の移転時期、平成３０年９月２７日。 

対価の支払期限、平成３０年１０月３１日。 

価格、３，８６０，０００円となっております。 

番号１１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西熊牛原野西２線１１７。 

 地目、登記簿、原野。 
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現況、畑。 

 面積、１，１５２㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 所有権の移転時期、平成３０年９月２７日。 

対価の支払期限、平成３０年１０月３１日。 

価格、２１，０００円。 

番号１２。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西熊牛原野２９－２。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積、１２，８５１㎡外３筆、合計面積は４９，１２４㎡。 

 利用権設定等の内容は、採放地。 

 所有権の移転時期、平成３０年９月２７日。 

対価の支払期限、平成３０年１０月３１日。 

価格は、２６１，０００円。 

番号１３。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西熊牛原野西４線１２７。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、９３７㎡外２筆、合計面積が５，９３０㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 所有権の移転時期、平成３０年９月２７日。 

対価の支払期限、平成３０年１０月３１日。 

価格は、７５，０００円。 

番号１４。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字栄２４１。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、１，３４１㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 所有権の移転時期、平成３０年９月２７日。 

対価の支払期限、平成３０年１０月３１日。 

価格は、３２，０００円。 

番号１５。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 
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 土地の所在、字西熊牛原野２９－５。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２，６８７㎡外６筆、合計面積が３４，４４７．２９㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 所有権の移転時期、平成３０年９月２７日。 

対価の支払期限、平成３０年１０月３１日。 

価格は、２０６，０００円。 

番号１６。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●

●● ●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西熊牛原野西４線６５－６。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積、１３８㎡。 

 利用権設定等の内容は、採放地。 

 所有権の移転時期、平成３０年９月２７日。 

対価の支払期限、平成３０年１０月３１日。 

価格は、１，０００円となっております。 

なお、番号８から番号１６まで、すべてあっせん案件のため改めての現地調査は行っておりませ

ん。 

 以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号８から番号１６まで内容９件について事務局の説明

を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号８から番号１６まで、内容９件については原案可決されました。 

以上をもって、議案第７９号、内容１６件は原案可決されました。 

  

    ◎閉議の宣告 

 これをもちまして、第１６回標茶町農業委員会総会に付議されました案

件の審議は、全部終了致しました。 

 

◎閉会の宣告 

 第１６回標茶町農業委員会総会を閉会致します。 

 どうも御苦労さまでした。 
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（午前１１時４０分閉会） 

 

 


